
 

福島第二原子力発電所事務本館厚生棟における発煙に関する原因と対策について 

 

平成 26 年８月 13 日 

東 京 電 力 株 式 会 社 

福島第二原子力発電所 

 

平成 26 年６月 11 日午後３時 21 分頃、福島第二原子力発電所事務本館の火災警報が発

報し、厚生棟３階の動力制御盤から煙が発生していたことを当社社員が確認したため、

午後３時 32 分、消防署に通報しました。 

午後３時 46 分に消防署の緊急車両が入構し（その時点で発煙は止まっておりました）、

消防署員による現場確認の結果、午後４時 52 分、火災ではないとの判断がなされたこと

を当社として確認しました。 

これによる外部への放射能の影響はありませんでした。 

（平成 26 年６月 11 日お知らせ済み） 

 

 これまで動力制御盤からの発煙の原因等について調査してまいりましたが、以下の通

り、取りまとまりましたのでお知らせします。 

 

１．調査結果 

  調査の結果、以下のことが判明しました。 

・動力制御盤内の制御用変圧器のコイルは、絶縁紙がニスで塗り固められ薄茶色に仕

上げられているが、その一部が黒く焦げ表面には亀裂があったこと。 

・当該制御用変圧器のコイルの側面から出ているケーブルの被覆材や内部のニス等が

熱により溶け出していたこと。 

・当該制御用変圧器の周辺に可燃物等はなく、焦げ跡もなかったこと。 

・発煙は一時的なものであり、自然に解消したこと。 

・発煙後も当該制御用変圧器に接続するブレーカーは落ちておらず、発煙確認後に当

該制御用変圧器の電流・電圧・絶縁抵抗等を測定した結果、いずれの値も正常値で

あったこと。 

 

２．推定原因 

  以上の調査結果から、製造時のコイルの微少な傷や被覆材の経年劣化により、当該

制御用変圧器のコイル内の隣り合う電線が短絡し、その際、高熱を発してコイル自体

が焦げるとともに、コイルを構成している電線の被覆材等が溶け出したことにより発

煙に至ったものと推定しました。 

  なお、発煙後も当該制御用変圧器が機能を維持していたことについては、発熱で溶

解したニス等が短絡した箇所に流れ込み、隣り合う電線の絶縁性が復元されたことに

よるものと推定しております。 

 



 

３．対策 

  当該制御用変圧器について、新品に取り替えます。 

  なお、その他の制御用変圧器については、目視点検を実施し、コイル表面の変色や

亀裂の有無を確認するとともに、点検でそれらが認められた場合は新品への取り替え

を実施します。 

 

以 上 

 

（お問い合わせ先） 

福島第二原子力発電所広報部 

電話：0240-25-4111（代表） 




